
重要事項説明書 

                       

ショートステイそよ風の家 

 

当事業所は利用者に対し指定短期入所生活介護サービス等を提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容等について、次の通り説明します。 

 

１ 事業者概要 

事業者の名称 医療法人明生会 

事業者の所在地 四国中央市金生町下分１２４９番地の１ 

代表者氏名 長谷川 一朗 

電話番号 ０８９６－５８－５６６６ 

 

２ 事業所概要 

事業所の名称 ショートステイそよ風の家 

事業所の種類    単独型ユニット型短期入所生活介護 

事業所の種類          介護予防単独型ユニット型短期入所生活介護 

指定事業所番号   ３８７１３００５５８ 

事業所の所在地 四国中央市金生町下分１３３０番地 

管理者氏名  岡西 貴行 

電話番号  ０８９６－２２－３８０６ 

FAX 番号  ０８９６－２２－３８０７ 

開設年月日  平成２２年１０月１日 

入所定員  ２０人 

 

３ 施設の目的 

  単独型ユニット型短期入所生活介護事業所「ショートステイそよ風の家」は、介護保険法

に従い利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む事ができるよう

に支援することを目的として、利用者が日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を

ご利用いただき、短期入所生活介護サービス又は介護予防短期入所生活介護サービス（以下、

「短期入所生活介護サービス」という。）を提供します。 

 

４ 運営の方針 

 運営規定を参照して下さい。 

 

５ 設備の概要 

 ① 敷地と建物 

敷地面積   ２９６５．６２㎡ 

建物の構造   鉄筋コンクリート造り４階建  ４階部分 

床面積   ７８４．２１㎡ 

 

 

 

 

 

 



② 居室等の概要 

  居室・設備の種類      室数         備考 

居室（個室） ２０室  

共同生活室 ２室 ユニットごとに設置 

食堂 ２箇所 ユニットごとに設置 

洗面設備 ２２箇所 居室毎と食堂に設置 

便所  ８箇所 共用スペース内に設置 

浴室 ２室 個人浴槽のみ 

医務室 １室  

洗濯室 １室  

汚物処理室 １室  

介護材料室 １室  

 

６ 職員の数と勤務体制 

   職員配置 

職  種 人 数 区 分 備考 

管理者 １名 常勤専従 生活相談員と介護職員と兼務 

看護職員 １名 常勤専従 機能訓練指導員と兼務 

生活相談員 ６名 常勤専従 
１名は管理者、５名は介護職

員と兼務 

介護職員 １１名 常勤専従 
１名は管理者、５名は生活相

談員と兼務 

機能訓練指導員 １名 常勤専従 看護職員と兼務 

栄養士 １名 非専従 協力病院内の栄養士と連携 

医師 １名 非専従  

    勤務体制 

職種名 勤務体制 休暇 

① 管理者 

② 生活相談員 

③ 介護職員 

④ 看護職員 

⑤ 機能訓練指導員 

・ 早出： ７時００分～１６時００分  

・ 遅出：１３時００分～２２時００分  

・ 夜勤：２２時００分～ ７時００分  

・ 日勤： ８時００分～１７時００分 

（上記以外の勤務時間もございます。） 

４週８休 

    ＊介護職員等の勤務体制は、利用者状況により変更になる場合がございます。 

    ＊日中においては、ユニット毎に常時１名の介護職員又は看護職員を配置しています。 

    ＊夜間及び深夜においては、２ユニットに１名の介護職員又は看護職員を配置していま

す。 

    ＊ユニット毎にユニットリーダーを配置しています。 

 

７ 営業日及び営業時間 

毎日 

 

８ 利用定員 

    １日 ２０ 名 

    居住の区分は１ユニット１０床で、２ユニット（全室個室） 

 

９ 事業の実施地域 

四国中央市  



 

 

１０ 当事業所が提供するサービスの概要 

種類 内容 

①食事 ・ 食事は、当施設内の厨房にて調理職員が調理します。 

・ 利用者の身体状況及び栄養と嗜好を考慮した食事を提供

します。 

・ 食事は原則、離床して食堂で食べていただきます。 

（用意する食種） 

 主食：普通食・軟飯食・全粥食・ミキサー食 

 副食：普通食・刻み食・軟菜食・ミキサー食 

（食事時間） 

 朝食： ８時００分～１０時００分 

 昼食：１２時００分～１３時００分 

 夕食：１７時００分～１８時００分 

＊食事の終了時間は利用者の身体能力を考慮し延長します。 

②入浴 ・ 退所日を含め概ね週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

・ 生活の継続性を確保するために、「個人浴槽」を使用した

個別入浴サービスを提供します。 

③排泄 ・ 排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用し

た援助を行います。 

④整容等 ・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮しま

す。但し、利用者より強い拒否がある場合や身体的・精神

的に負担を与える場合はこの限りではありません。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、また、適切な整容が行わ

れるよう援助します。 

・ 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・ 利用期間中に、洗濯サービスを事業所にて実施いたしま

す。但し、家庭用の洗濯・乾燥機を使用した洗濯を実施し

ますので、多少、衣類のちじみ、色落ちが発生する場合も

ございます。 

  ＊紛失防止の為、衣類すべてに記名していただき、洗濯ネッ     

トの用意をお願いします。        

⑤機能訓練 ・ 機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて日

常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防

止するための訓練を実施します。 

⑥健康管理 ・ 軟膏塗布や外傷の治療も行いますが、必要物品は持参して

ください。また、その他の必要物品についても持参してい

ただく事もあります。（エアーマット・経管栄養の物品な

ど） 

・ 内服薬について自己管理が困難な方については、お預かり

して介助いたします。その際は、１回分づつまとめ記名し

てください。 

・ 利用者の通院介助は行いません。但し、昼夜問わず急変時

は救急車等により搬送となりますが、その際は職員が同乗

します。ご連絡がありましたら直ちに病院に出向いてくだ

さい。また、ご家族による通院時には出来る限り書面にて

情報提供いたします。 

⑦相談及び援助 ・ 当事業所は、利用者及びその家族からの相談について、誠

意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めま

す。 



⑧社会生活上の

便箋 

・ 当事業所では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、当

事業所での生活を実りあるものとするため、季節に合わせ

たレクリエーション行事を企画します。 

⑨送迎 ・ 利用者の心身の状態、家族の事情等により居宅と事業所間

の送迎を行います。（但し、山間部や遠隔地はその限りで

はありません）。ご自宅の玄関先でお待ちください。但し、

道が狭く送迎車両が進入出来ない場合等は側道まで出て

いただく事もあります。 

（送迎時間） 

家族送迎の場合：入所 ９時００分～１５時３０分 

        退所 ９時００分～１６時００分 

施設送迎の場合：入所  ９時３０分頃（施設発） 

        退所 １６時００分頃（施設発） 

＊ 施設送迎の場合は交通事情や他利用者との兼ね合いによ

り時間が前後する場合があります。 

＊ 上記以外の時間帯を希望される場合はご相談ください。 

 

 

１１ 利用料と支払い方法 

短期入所生活介護サービスが介護保険の適用を受ける場合は、原則として利用料の 1 割

又は２割又は３割をお支払いいただきます。介護保険の適用を受けない場合は、利用料の

全額をお支払いいただきます。  

① 単独型ユニット型短期入所生活介護費（下記の料金は、利用者負担の額です。単位円） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１割負担 ５６１ ６８１ ７４６ ８１５ ８９１ ９５９ １０２８ 

２割負担 １１２２ １３６２ １４９２ １６３０ １７８２ １９１８ ２０５６ 

３割負担 １６８３ ２０４３ ２２３８ ２４４５ ２６７３ ２８７７ ３０８４ 

 

② 加算料金 （下記の料金は、利用者負担の額です。単位円）      

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

送迎加算（１回） １８４ ３６８ ５５２ 

サービス提供加算（Ⅰ）１ （１日） ２２ ４４ ６６ 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

・所定単位数にサービス別加算率１４．０％を乗じた単位数で算定 

 

 

   ③ 食事の提供に要する費用  （介護保険外です。） 

        １日 １３８０円  （朝食：２８０円 昼食：５００円 夕食：６００円） 

   ④ 滞在する部屋にかかる費用 （介護保険外です。） 

        １日 １６２０円 

⑤  その他個人で必要な経費等は、利用者又は家族に了解を得てから実費をいただきます。 

⑥  支払い方法 

   銀行引き落としの場合は、翌月２７日に利用者の指定の口座から引き落とします。 

   銀行振り込みの場合は、翌月分を月末までに指定の口座にお振込みください。 

   現金の場合は、利用翌月の月末までに事業所窓口にてお支払いください。 

 

 

 



１２ サービス利用の中止、変更、追加 

   利用予定期間に、利用者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更も

しくは追加することが出来ます。この場合には、サービスの実施日前日までに居宅介護支援事

業所までご連絡ください。 

   サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業者の稼働状況により利用を希望する期間

にサービスを提供できない場合は、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。また、

利用者がサービスを利用している期間でも、利用を中止することができます。その場合、すで

に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

 

 

１３ 利用申込時からサービス提供までの流れ 

  おおむね４日以上にわたり継続しての利用者には、短期入所生活介護計画又は介護予防短期

入所生活介護計画（以下、「短期入所生活介護計画」という。）を作成し、具体的なサービス内

容やサービス提供方針を定めます。 

   

「居宅サービス計画（ケアプラン）」がある場合には、その内容を考慮した計画を作成するよう努

めます。尚、利用申込時からサービス提供までの流れは、以下の通りです。 

 

    ①当事業所において短期入所生活介護計画の原案作成やそのために必要な 

    調査等を行います 

 

    ②その短期入所生活介護計画の原案について、利用者及びその家族等に対 

    して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

    ③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更され 

    た場合、もしくは利用者及びその家族から要請があり、変更の必要がある 

    場合は、短期入所生活介護計画を変更します。 

 

    ④短期入所生活介護が変更された場合には、利用者に対して書面を交付し 

    その内容を確認していただきます。 

 

１４ 利用に際しての留意事項 

① サービス利用にあたっては、医師の診断や日常生活の留意事項、利用当日の健康状態を

職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるようにしてください。 

② 当事業所は入院加療できる事業所ではございませんので医療的な対応が必要な場合は、

緊急の場合を除き、ご家族付き添いのもと、医療機関に受診等していただきます。 

③ 施設内の居室や設備及び器具は、本来の用途に従ってご利用してください。尚、これに

反した利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。 

④ 喫煙については、所定の場所以外ではお断りいたします。尚、ライター・マッチ類の持

ち込みは、防災管理上、固く禁止しておりますので、必要な方は職員へお申し出くださ

い。 

⑤ 持ち込み物について、ご不明な点は生活相談員にご相談ください。尚、施設内での金銭

及び食べ物のやり取りはご遠慮ください。 

⑥ 当事業所並びにサービス従事者に対する心づけは、固くご辞退申し上げます。 

          

 

 



１５ 苦情申立の窓口 

サービスに関する相談や苦情については、下記に記す当事業所担当窓口、行政機関で 

当事業所に対する相談・苦情の受付対応を行っておりますのでご相談ください。 

ショートステイ 

そよ風の家 

担当者： 岡西 貴行 

電 話：０８９６－２２―３８０６ 

時 間：８：３０～１７：３０（毎日） 

四国中央市 

高齢介護課 

 四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 

 電話：０８９６－２８－６０２５ 

 時間：８：３０～１７：１５（月曜日～金曜日） 

愛媛県国民健康保険

団体連合会 

代表・総務課 

愛媛県松山市高岡町１０１番地１ 

電 話：０８９－９６８－８８００ 

 時 間：８：３０～１７：００（月曜日～金曜日） 

  

１６ 当事業所では第三者評価の実施は行っておりません。 

 

１７ 緊急時の対応方法 

    ご利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、主治医に連絡する等必要な処

置を講ずるほか、速やかにご家族の方に連絡いたします。 

 

１８ 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人明生会長谷川病院 西川歯科クリニック 

理事長名 長谷川 一朗 西川 聖二 

所在地 四国中央市金生町下分 1249-1 四国中央市金生町下分 1253 

電話番号 ５８－５６６６ ５７－０２３９ 

診療科 内科・外科・その他 歯科 

入院設備 有り なし 

協力関係の概要 利用者の状態に急変があった場合 歯科治療が生じた場合の連絡 

 

１９ 非常災害時の対策 

① 消防計画は、別に定めています。 

防火管理者 野村 真之 

② 避難訓練は、年２回、火災、地震等を想定した訓練を行います。 

③ 防災設備 ：自動火災報知器・非常通報装置・煙感知器・誘導灯・スプリンクラー 

非難階段・防火扉・屋内消火栓・漏電火災報知器・非常用電源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０ その他運営に関する重要事項 

損害賠償について事業所は、万が一の事故発生に備えて日新火災海上保険株式会社の損害

賠償責任保険に加入しています。 

●介護保険制度の「居宅サービス事業者指定基準」において、『（緊急やむを得ない場合を除き）

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない』と規定されており、当事業所

においても「身体拘束廃止」を念頭に置いたサービスの提供を行います。 

●一方で、ご利用する本人の立場では、ご自宅とは違う環境で生活しケアを受けるということ自体に

ストレスを感じ、ご自宅では予想できない行動をとられる場合もございます。 

●例えば、ご自宅では夜中に目覚めてもトイレやべット、お部屋の状態が分かっていますが、ショート

ステイ利用中ですと勝手が違うことから、転倒・転落・骨折等といった思わぬ事故につながることもあり

ます。 

●当事業所は介護保険制度で定める人員配置基準を当然、満たしておりますが、それでも特に夜

間・早朝といった時間帯では、介護職員一人で最大２０名のご利用者を介護させていただくこととなり、

ご利用者の見守りや付き添いが常時可能な状態ではないことだけはご承知おきください。 

●当事業所ではプライバシーの保護には十分気を配っておりますが、利用者の自室確認の為居室

入口に名前を掲示してあります。利用者や家族の希望により、外すことができます。 

 

 

 

 

令和    年   月   日 

 

短期入所生活介護サービス提供に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。 

     ショートステイそよ風の家 

 

説明者氏名    岡西 貴行    

 

本書面に基づき、サービス内容と、重要事項の説明を受けました。 

                   

                   利用者氏名              

 

                   家族氏名               

                        （続柄     ） 


